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事例概要



成年後見制度とは

認知症や，知的障害，精神障害，

高次脳機能障害などによって

判断能力が不十分な方の

財産や権利を守る制度



種類（類型） ① 後見 ② 保佐 ③ 補助
本人の判断能力

の状態
常に欠けている状態 著しく不十分 不十分

支援を行う人 成年後見人 保佐人 補助人

必ず
与えられる権限

●代理権

●同意権
●同意権

申立により
与えられる権限

●代理権
●取消権

●同意権

3区分

代理権～手続きや契約などを本人に代わって行うこと

同意権～ご本人が行う行為に対して，ご本人に不利益がないか検討し，問題がなければ了承すること

取消権～後見人等に同意見が与えられている行為に対し，ご本人が後見人等の同意を得ていない行為を，

後から取消すことができる



財産管理 身上保護

（１）現金や預貯金などの管理

（２）不動産（自宅や土地など）の管理

（１）通院，入院の手配，契約

（２）介護サービスの手配

介護施設の選定や入所契約

（３）住所変更などの行政手続き

後見人等ができること

本人の預貯金などの財産を管理し，
お金の使い方を一緒に考えること

本人に必要な医療や介護などの
サービスを利用できるように
手配すること



たとえば…

独居の方が施設入所した場合の家の管理は？

家の管理は？

後見人等

業者へ依頼！

直接的な支援の

権限は与えられていない！

財産管理



後見人等

介護タクシーや

ヘルパーへ依頼！

直接的な支援の

権限は与えられていない！

介護タクシー

受診の付き添い等は

行わない

身上保護



成年後見制度 概要 ポイント

・判断能力の程度によって，3区分（後見，保佐，補助）に分けられ，

それにより，支援内容が変わる

・ご本人の自己決定を大切にする制度である

・費用は，ご本人の財産による

財産の少ない方の場合は，市町村による助成制度がある

成年後見制度とは？

認知症や，知的障害，精神障害，高次脳機能障害などによって
判断能力の不十分な方の財産や権利を守る制度
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申立人になれる人
本人・配偶者・４親等以内の親族，市町村長など



日頃関わっているCMや相談員，
看護師等の視点から，
「ご本人の日頃の判断能力について
記載する書類」です
医師や家庭裁判所へ補助資料として
提出します

本人情報シート



申立て書類

家庭裁判所で，書類一式を受け取ることができます。
家庭裁判所のHPから，ダウンロードもできます。

【申立て書類の一例】

◇申立書・・・申立て理由など

◇申立事情説明書・・・本人の生活歴や生活状況，親族の状況など

◇財産目録・・・本人の貯金や，不動産など

◇収支状況報告書・・・毎月の大まかな収支状況

◇後見人候補者事情説明書・・・後見人の候補者を指名する場合，

どのような人か知ってもらうための書類

◇親族の意見書・・・申立てに反対か賛成か，親族に確認する書類

※この他にも申立てる種類によって、必要となる書類があります。





行政から取寄せる書類

【市区町村から取寄せる書類】

◇本人の戸籍謄本

◇本人の住民票

◇後見人等候補者の住民票

【法務局から取寄せる書類】

◇登記されていないことの証明書

・・・本人が成年後見制度をすでに利用していないかを確認する書類



・姪が申立人になった

（おばの住む七飯町を管轄する函館家庭裁判所へ申立て）

・家庭裁判所が，保佐相当と判断

・保佐人が

財産管理や，施設入所契約などを行う

事例その後



市町村長申立て

成年後見制度の利用必要な状況にあるにも関わらず，

本人や親族等が申立てを行うことが難しい場合や，

親族がいない場合には，市町村長が申立人となって，

申立てを行うことができます。

あきらめないで，まずはご相談ください！

Q１ 身寄りのない方や，ご家族が疎遠な方の場合，

成年後見制度は申立て出来ないのでしょうか？



医療の同意

後見人等にできないこと

Q２ 後見人等は医療の同意はできないって本当ですか？

他に，出来ないことは？

× 治療方針の判断
医療行為への同意

〇 入院の手続き
アメニティーの契約

厚生労働省

「身寄りがない人の入院及び医療にか

かる意思決定が困難な人への支援に関

するガイドライン」など参考に，

ケースバイケースの対応になります。



①介護や介助

④医療の同意

②日常生活に関する行為
（日用品の購入など）

③身元保証人・引受人
になること

後見人等にできないこと

基本的に，後見人等には，

介護や日用品等の直接的な支援の権限は与えられていません

たとえば，こんなことは権限が与えられていません



相談先

Q３ 成年後見制度の相談窓口を教えてください

・地域包括支援センター

・行政の担当窓口

・権利擁護センター，成年後見センター

・弁護士会，社会福祉士会等の専門職団体 など

お気軽にご相談ください！



相談先

お住まい 機関名 TEL

七飯町 七飯町役場 福祉課 地域包括支援係
（介護総合支援センター安心ななえ）

0138-66-2488

北斗市 北斗市 地域包括支援センターかけはし 0138-74-2530

函館市 函館市成年後見センター 0138-23-2600

函館市 地域包括支援センター 函館市内10ヶ所
お住まいの地域によって
担当が決まっています



まとめ

ちょっとした変化に気付いてあげることが出来るのは，

普段関わっている，医療・介護従事者

普段の関わりの中で，

（サービス利用がうまく繋がらない）（金銭管理が難しい）（書類の手続きに困っている） 等

支援に行き詰まっている場合，解決のきっかけとして

成年後見制度をご検討ください

あまり難しく考えず，まずは，お気軽にご相談ください！


